
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金（区分：販路拡大）実施要領　 

 

１　目的 

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付要綱第17条の規定に基づき、本事業の運営に必要な事項を定める。 

 

２　補助上限 

１事業者１年度につき、20万円（予算上限に達し次第終了） 

 

３　補助率 

補助対象経費合計額の２分の1（千円未満切捨て） 

　　 

４　補助対象者 

　補助金の交付対象者は、以下の①又は②に該当する事業者とする。 

　①　岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業等経営強化法第２条第２項で規定する中小企業者等

（医療法人等を含む。）※１※２ 

　②　岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する中小企業者等が構成員の半数以上を占める中小企業交流団体

※２ 

※１　法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される34事業）を行っていること。 

※２　以下の全ての条件を満たすこと。 

●　対象外業種でないこと。 

●　市税を滞納していないこと。 

●　構成員が暴力団員（岸和田市暴力団排除条例（平成25年条例第35号）に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

５　補助対象経費 

　補助対象となる経費については、岸和田市内に有する営業所・事務所・工場等に対して実施する事業に係る下表

の経費とする。 

 項目 内容 特記事項

 

(あ)

国内展示会等参加費用 

市外で行われる展示会、オ－プンファクトリ－等（オンライン含む。） 

に要する費用※３ 

●　出展料、小間代（常設展示場の場合は、月額賃料を含む。） 

●　会場設営費（ブ－ス装飾費、電気工事費等）、運搬費※４ 

●　その他、補助事業となる展示会の運営に必要な費用

販売を伴わない展示会等

に限る。 

来場者を限定されない展

示会等に限る。 

 

(い)

海外展示会等参加費用 

海外で行われる展示会、オ－プンファクトリ－等に要する費用※３ 

●　出展料、小間代（常設展示場の場合は、月額賃料を含む。） 

●　会場設営費（ブ－ス装飾費、電気工事費等）、運搬費※４ 

●　仲介手数料、通訳料 

●　その他、補助事業となる展示会の運営に必要な費用

 

(う)
動画制作費用 

製品（商品）紹介動画制作に要する費用※５

３万円を補助上限とす 

る。  

合計60秒以上の動画の

制作費用に限る。



※３　展示会やオ－プンファクトリ－等のイベントに関する費用を申請する場合は、補助対象となるイベントの 

開催期間が申請年度内に限る。 

※４　補助事業となる展示会に関して、主催者が書面等で指定した事業者へ発注・設営依頼した費用に限る。 

※５　HPやSNS等で広く公開する動画の制作費用に限る。 

 

６　補助対象外経費 

　以下の費用については、補助対象外とする。 

●　消費税及び地方消費税、関税相当額　●　印紙代（産業財産権取得に係るものは除く。）　 

●　振込手数料　●　保険料　●　交通費、渡航費　●　宿泊費　●　中古品の購入費用 

●　フリ－マ－ケットアプリ等の匿名取引による購入費用　●　オ－クション市場による購入費用 

●　補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合 

●　申請者、申請者（法人）の役員、申請者（個人事業者等）の専従者又は事業を行っていない者による製作等

費用　●　財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社への製作等費用 

●　申請者（法人）の役員及びその親族（３親等以内）、申請者（個人事業者等）の親族（３親等以内）が役員に

就いている事業者への製作等費用 

●　申請者以外が負担した費用（売掛金等との相殺での支払いを含む。）　●　その他、補助事業に適さない費用 

 

７　処分を制限する財産 

　補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、下表の耐用年数を経過する前に処分（目的外使用、

譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること）してはならない。※６ 

※６　やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければならない。また、財産を処分 

した場合は、下表の計算式で算出した金額の返還が必要となる場合がある。 

※７　返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とする。 

 

(え)

産業財産権取得費用（特許権、実用新案権、意匠権、商標権） 

販路拡大やビジネスコンテストに係る、産業財産権の取得に要する費用 

●　産業財産権取得に係る出願料・登録料・電子化手数料等 

●　産業財産権取得に係る弁理士への報酬 

●　産業財産権取得に係る性能（環境・強度・耐食性等）試験・検査費 

●　その他、産業財産権取得時に係る費用

産業財産権を新規取得す

る場合に限る。

 

(お)

新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等 

販路拡大やビジネスコンテストに係る、新商品開発に要する費用 

●　新商品の開発に関する学術出版物（論文・専門書等）の購入費・翻訳費 

●　新商品開発に係る性能（環境・強度・耐食性等）試験・検査費 

●　新商品のテストマーケティング（モニター調査等）委託費

販売を伴わないテストマ

ーケティング等に限る。

 財産の種類 耐用年数

 応接セット、陳列だな、陳列ケース ８年

 マネキン人形及び模型 ２年

 特許権 ８年

 実用新案権 ５年

 意匠権 ７年

 商標権 10年

 
その他の財産

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に 

定める耐用年数に準ずる。

 処分の種類 返還額の計算式

 
財産を無償譲渡や廃棄した場合

取得価格（前年評価額）×耐用年数に応じた減価残存率（年ごとに計算）

×補助率※７

 
財産を売却等した場合

売却等により得た額又は、取得価額（前年評価額）×耐用年数に応じた 

減価残存率（年ごとに計算）のいずれか高い方×補助率※７



８　書類提出等の期限 

※８　当該日が閉庁日の場合は、直前の開庁日とする。 

※９　補助事業開始日が申請年度の４月１日である場合は、申請年度の４月１日とする。 

※10　やむを得ず、申請年度の前年度以前に申込み又は支払い等が必要な展示会等については、補助事業開始日を

展示会等の初日と読み替える。 

※11　展示会等が２月１日～３月末日にある場合は、１月末日、２月末日及び３月24日を３月末日と読み替える。 

 

９　提出書類 

＜交付（変更）申請時＞ 

※12　変更申請時は、変更のない場合不要 

※13　個人事業者等で、開業後初めての確定申告の期限が未到来の者は、開業届 

※14　個人事業者等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書 

※15　他市町村在住の個人事業者等で直近の市府民税が非課税の場合は、１月１日の住所地である市町村が発行 

する最新の市民税・府民税が非課税であることが分かる証明書 

※16　１月１日以降に転居や事業所の移転等を行った個人事業者等は、別途相談が必要 

※17　創業後初めての法人市民税の納期限が未到来の法人は、別途相談が必要 

 

 

 補助金の交付に必要な事項 期限の日※８ 特記事項

 「がんばる岸和田」企業経営支援補助

金交付申請書一式の提出 

（事業内容の追加を伴う変更申請を

含む。）

補助事業開始日前日※９　

又は　申請年度の１月末日

※10※11のうち、いずれか

早い方

必要書類が全て揃った状態で、必着しな

ければならない。

 
事業完了 申請年度の２月末日※11

補助事業にかかる費用の支払、成果物の

納品等全て完了しなければならない。

 
「がんばる岸和田」企業経営支援補助

金実績報告書一式の提出

補助事業完了後30日又は

申請年度の２月末日※11の

うち、いずれか早い方
補助事業を完了し、必要書類が全て揃っ

た状態で、必着しなければならない。  「がんばる岸和田」企業経営支援補助

金交付請求書一式の提出
申請年度の３月24日※11

 提出書類 特記事項

 
様式

「がんばる岸和田」企業経営支援補助

金交付申請書（様式第１号）

【変更申請時は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業

計画変更申請書（様式第３-１号）】

 原本 

(法人)
履歴事項全部証明書※12

●　法人の場合のみ 

●　直近３ヶ月以内のもの

 
写し 

(個人)

最新の所得税及び復興特別所得税の確

定申告書第一表※12※13

●　個人事業者等の場合のみ 

●　e-Taxの受信通知の写し等、税務署が受付したことがわ

かるもの

 写し 

(個人)

最新の所得税青色申告決算書又は収支

内訳書※12

●　個人事業者等の場合のみ 

●　岸和田市内で事業を行っていることが分かる書類

 
原本

岸和田市が発行する市税に係る完納証

明書※12

●　直近３ヶ月以内のもの 

※14※15※16※17

 様式 事業計画書（様式第販－１号） 【変更申請時は、変更後事業計画書（様式第販－３号）】

 写し 補助対象事業にかかる仕様書等※12 ●　補助対象事業の内容が分かる書類

 様式 事業経費内訳書（様式第販－２号） 【変更申請時は、変更後事業経費内訳書（様式第販－４号）】

 写し 補助対象経費等にかかる見積書等※12 ●　補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類

 写し 日本円レ－トが確認できる書類※12 ●　海外の展示会に出展する場合のみ



＜事業完了時＞ 

 

＜補助金請求時＞ 

※18　銀行名・金融機関コ－ド・支店名・支店コ－ド・預金種類・口座番号・カナ口座名義がわかる部分 

 

10　適用 

（制定） 

本要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（改正） 

本要領は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（改正） 

本要領は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（改正） 

本要領は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（改正） 

本要領は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出書類 特記事項

 
様式 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書（様式第５号）

 様式 事業報告書（様式第販－５号）

 
写し 補助事業の作業報告書・納品書・写真・スクリ－ンショット　等 ●　事業実施を証する書類

 写し HP等に動画を掲載していることが分かるスクリーンショット　等 ●　動画制作費用のみ

 様式 事業経費内訳報告書（様式第販－６号）

 
写し ご利用明細票等（銀行振込を証する書類）

●　銀行振込により支払えない

場合は、別途相談が必要です。

 
写し 補助対象経費にかかる請求書

●　請求費目の内訳・振込先口座

情報の記載されたもの

 
写し 日本円レ－トが確認できる書類

●　海外の展示会に出展する場

合のみ

 提出書類 特記事項

 様式 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書（様式第７号）

 写し 振込先に指定した銀行口座の通帳 ※18

 様式 補助金活用に関するアンケート



様式第販－１号（販路拡大関係） 

事業計画書 

１　自社の現状及び補助事業の概要 

※　自社の現状には、申請時点における「自社の分析」「経営課題」等を記載する。 

※　実施する補助事業の目的には、補助事業の実施による「今後の事業展開」「解決したい経営課題」等を記載する。 

※　実施する補助事業により見込まれる効果には、補助事業の実施により見込まれる「現状との変化」「経営効果」

等を記載する。 

 

２　補助事業の実施期間 

※　実施期間の始期には、発注予定日／支払予定日等の最も早い日を、実施期間の終期には、展示会最終日／納品

予定日/支払予定日等の最も遅い日を記載する。 

※　前年度以前に申込及び支払い等が必要な展示会等については、実施期間の始期に当該展示会等の初日を記載す

る。 

 

【添付書類】 

●　補助対象事業にかかるパンフレット等、補助対象事業の内容が分かる書類 

 

 

 

自社の現状

 
実施する補助

事業の目的

 

実施する補助

事業の内容

□　展示会等への出展

 イベント名

 イベント会場名

 
イベント開催日 令和　年　月 　日 ～ 令和　年　月　日 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

 
備品購入

購入する備品等の名称 耐用年数

 

 □　商品紹介動画の制作

 
内容

 

 秒数（予定）

 □　産業財産権の取得

 
種類（耐用年数） □特許権(８年)　□実用新案権(５年)　□意匠権(７年)　□商標権(10年)

 
内容

 

 □　新商品開発に関する資料購入・試験・検査

 
内容

 

 
実施する補助

事業により見

込まれる効果

 
実施期間 令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日まで



様式第販－２号(販路拡大関係) 

事業経費内訳書 

１　補助対象経費及び補助対象外経費 

※　補助対象経費を「国内展示会等参加費用は（あ）/海外展示会等参加費用は（い）/動画制作費用は（う）/産業

財産権取得費用（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）は（え）/新商品開発に関する資料購入費及び試験・検

査費用等は（お）」に仕分けて記載する。 

※　海外の展示会に出展予定で見積書等が海外通貨の場合、見積日の日本円レ－トを記入。 

【令和　　　　年　　　　月　　　　　日 現在 　１現地通貨＝（　　　　　　　　　　　　　　　　円）】 

 

２　補助事業にかかる経費の資金調達方法 

 

３　補助申請金額 

①　展示会出展費用/産業財産権取得費用/新商品開発関連費用　(あ)　(い)　(え)　(お) 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円 

②　動画制作費用　(う)　 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は３万円 

③　合計 

※ 補助申請金額合計の計算は千円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円 

 

【添付書類】 

●　補助対象経費等にかかる見積書や小間代等の金額の記載があるパンフレット等、補助対象事業にかかる経費

の費用詳細が分かる書類 

●　海外の展示会に出展予定で見積書等が海外通貨の場合、見積書日の日本円レ－トが確認できる書類 

 項目 詳細 税抜金額 備考

 (あ) 国内展示会参加費用 (A)

 (い) 海外展示会参加費用 (B)

 (う) 動画制作費用 (C)

 
(え) 産業財産権取得費用 (D)

 (お) 新商品開発関連費用 (E)

 消費税を除く補助対象外経費

 小計

 消費税及び地方消費税

 合計

 負担者 負担額 負担方法

 申請者 自己資金

 

 合計

 補助対象経費 

(A)+(B)+(D)+(E)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(F)-(G)

①申請額 

(H)×1/2

 
(F) (G) (H) (I)

 補助対象経費 

(C)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(C)-(J)

②申請額 

(K)×1/2

 (C) (J) (K) (L)

 ①申請額 ②申請額 補助申請金額合計　(I)+(L)

 (I) (L)



様式第販－３号（販路拡大関係） 

変更後事業計画書 

１　自社の現状及び補助事業の概要（変更点） 

※　自社の現状には、申請時点における「自社の分析」「経営課題」等を記載する。 

※　実施する補助事業の目的に係る変更点には、補助事業の実施による「今後の事業展開」「解決したい経営課題」

等について本補助金の（変更）申請時から変化した点を記載する。 

※　実施する補助事業の内容に係る変更点には、参加する展示会の概要や作成予定の動画の内容等、実施する事業

に関する「名称」「詳細」等について本補助金の（変更）申請時から変化した点を記載する。 

※　実施する補助事業により見込まれる効果には、補助事業の実施により見込まれる「現状との変化」「経営効果」

等について本補助金の（変更）申請時から変化した点を記載する。 

 

２　補助事業の実施期間 

※　実施期間の始期には、発注（予定）日／支払（予定）日等の最も早い日を、実施期間の終期には、展示会最終

日／納品予定日/支払予定日等の最も遅い日を記載する。 

※　前年度以前に申込及び支払い等が必要な展示会等については、実施期間の始期に当該展示会等の初日を記載す

る。 

 

【添付書類】 

●　補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類（変更がある場合） 

 

 

 

自社の現状

□　自社の現状に、本補助金の（変更）申請時から変化はありません。

 

実施する補助

事業の目的に

係る変更点

□　実施する事業の目的に、本補助金の（変更）申請時から変更はありません。

 

実施する補助

事業の内容に 

係る変更点

□　実施する事業の内容に、本補助金の（変更）申請時から変更はありません。

 

実施する補助

事業により見

込まれる効果

□　実施する事業により見込まれる効果に、本補助金の（変更）申請時から変更はありません。 

 
実施期間 令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日まで



様式第販－４号(販路拡大関係) 

変更後事業経費内訳書 

□　補助対象経費及び補助対象外経費は、本補助金の（変更）申請時から変更がありません。 

※　既に変更申請をしている場合は、直近の変更申請時の金額 

※　補助対象経費を「国内展示会等参加費用は（あ）/海外展示会等参加費用は（い）/動画制作費用は（う）/産業

財産権取得費用（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）は（え）/新商品開発に関する資料購入費及び試験・検

査費用等は（お）」に仕分けて記載する。 

※　海外の展示会に出展予定で見積書等が海外通貨の場合、見積日の日本円レ－トを記入。 

【令和　　　　年　　　　月　　　　　日 現在 　１現地通貨＝（　　　　　　　　　　　　　　　　円）】 

 

□　補助事業にかかる経費の資金調達方法に、本補助金の（変更）申請時から変更はありません。 

２　補助事業にかかる経費の資金調達方法（変更後） 

 

□　補助申請額に、本補助金の（変更）申請時から変更はありません。 

３　補助申請額（変更後） 

①　展示会出展費用/産業財産権取得費用/新商品開発関連費用　(あ)　(い)　(え)　(お) 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円 

②　動画制作費用　(う)　 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は３万円 

③　合計 

※ 補助申請金額合計の計算は千円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円 

【添付書類】 

●　補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類（変更がある場合） 

●　海外の展示会に出展予定で見積書等が海外通貨の場合、見積書日の日本円レ－トが確認できる書類 

 １　補助対象経費及び補助対象外経費 変更前金額※ 変更後金額

 項目 詳細 税抜金額 税抜金額

 (あ) 国内展示会参加費用 (A)

 (い) 海外展示会参加費用 (B)

 (う) 動画制作費用 (C)

 (え) 産業財産権取得費用 (D)

 (お) 新商品開発関連費用 (E)

 消費税を除く補助対象外経費

 小計

 消費税及び地方消費税

 合計

 負担者 負担額 負担方法

 申請者 自己資金

 
 合計

 補助対象経費 

(A)+(B)+(D)+(E)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(F)-(G)

①申請額 

(H)×1/2

 
(F) (G) (H) (I)

 補助対象経費 

(C)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(C)-(J)

②申請額 

(K)×1/2

 (C) (J) (K) (L)

 ①申請額 ②申請額 補助申請金額合計　(I)+(L)

 (I) (L)



様式第販－５号（販路拡大関係） 

事業報告書 

１　補助事業の概要 

※　実施した補助事業によって生じた効果には、補助事業の実施により生じた「補助事業実施前との変化」「経営効

果」等を記載する。 

※　補助事業の目的に対する達成度及び今後の展望には、交付（変更）申請時に記載した補助事業の目的に対して

「達成できた項目」「達成できなかった項目」等を記載する。 

 

２　補助事業の実施期間 

※　実施期間の始期には、発注日／支払日等の最も早い日を、実施期間の終期には、展示会最終日/納品日／支払日

等の最も遅い日を記載する。 

※　前年度以前に申込及び支払い等が必要な展示会等については、実施期間の始期に当該展示会等の初日を記載す

る。 

 

【添付書類】 

●　補助事業の作業報告書・納品書・写真・スクリ－ンショット等、事業実施を証する書類 

 

実施した補助

事業の内容

□　展示会等への出展

 
イベント名

 
イベント会場名

 
イベント開催日 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

 
備品購入

購入する備品等の名称 耐用年数

 

 □　商品紹介動画の制作

 
内容

 

 
秒数(実績)

 □　産業財産権の取得

 
種類(耐用年数) □特許権(８年)　□実用新案権(５年)　□意匠権(７年)　□商標権(10年)

 
内容

 

 □　新商品開発に関する資料購入・試験・検査

 
内容

 

 

実施した補助

事業によって

生じた効果

 
補助事業の目

的に対する達

成度及び今後

の展望

 
実施期間 令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日まで



様式第販－６号(販路拡大関係) 

事業経費内訳報告書 

※　補助対象経費を「国内展示会等参加費用は（あ）/海外展示会等参加費用は（い）/動画制作費用は（う）/産業

財産権取得費用（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）は（え）/新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査

費用等は（お）」に仕分けて記載する。 

※　海外の展示会に出展し領収書等が海外通貨の場合、支払日の日本円レ－トを記入。 

【令和　　　　年　　　　月　　　　　日 現在 　１現地通貨＝（　　　　　　　　　　　　　　　　円）】 

 

２　補助事業にかかる経費の資金調達方法 

 

３　補助申請金額 

①　展示会出展費用/産業財産権取得費用/新商品開発関連費用　(あ)　(い)　(え)　(お) 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円 

②　動画制作費用　(う)　 

※計算はすべて１円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は３万円 

③　合計 

※ 補助申請金額合計の計算は千円未満切捨で行う。　※補助申請金額の上限は20万円　 

 

【添付書類】 

●　ご利用明細票等、銀行振込を証する書類又は費用の支払いを証する書類 

●　補助対象経費にかかる請求書等、請求費目の内訳等が記載された書類 

●　海外の展示会に出展し領収書等が海外通貨の場合、支払日の日本円レ－トが確認できる書類

 1　補助対象経費及び補助対象外経費 申請時の金額※ 実績金額

 項目 詳細 税抜金額 税抜金額

 (あ) 国内展示会参加費用 (A)

 
(い) 海外展示会参加費用 (B)

 (う) 動画制作費用 (C)

 (え) 産業財産権取得費用 (D)

 (お) 新商品開発関連費用 (E)

 消費税を除く補助対象外経費

 小計

 消費税及び地方消費税

 合計

 負担者 負担額 負担方法

 申請者 自己資金

 

 合計

 補助対象経費 

(A)+(B)+(D)+(E)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(F)-(G)

①申請額 

(H)×1/2

 
(F) (G) (H) (I)

 補助対象経費 

(C)
他制度補助金額

他制度補助金を除く 

補助対象経費(C)-(J)

②申請額 

(K)×1/2

 (C) (J) (K) (L)

 ①申請額 ②申請額 補助申請金額合計　(I)+(L)

 (I) (L)


